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令和７年度 

第２回茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 

 会議録 
議題 （１） 副会長の選任（資料１，資料２，資料３） 

報告 

（２） 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗状況について 

・特定事業の進捗状況について 資料３ 

・市が主体となって取り組む事業の進捗について資料４ 

・令和7年度「心のバリアフリー教室」について資料５ 

・令和７年度心のバリアフリー普及啓発について資料６ 

日時 令和８年３月２６日（木）１４時００分～１６時００分 

場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室１・２（オンライン会議併用） 

出席者名 

会 長：大原 一興 

委 員：国分 宏樹、松本 大造、嶋原 謙二、沼上 洋一、鈴木 嘉朋、原 浩

仁、城田 禎行、若林 英俊、柏崎 周一、髙丸 やい子、森田 昌代、

今井 達夫、峯尾 明美、倉金 勲、ディアロ アブドゥル ガディル、

石井 勇、堀場 浩平、小松 修司、丹羽 菜生、平井 靖範、深瀬 純

一 

（欠席委員） 

委 員：大澤 武廣、白鳥 慶記、谷久保 康平、山本 真之、瀧井 正子、上

杉 桂子、瀬川 直人、伊藤 久美   

（事務局） 

都市部 

都市政策課：課長 菊地 篤、課長補佐 錦織 多可志、主査 松谷 絵美子、 

主査 松本 明日香、主査 寺井 淳平 

会議資料 

・議題趣旨書 

・次第 

・資料１  委員名簿 

・資料２  茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会要綱 

・資料３  特定事業の進捗状況について 

・資料４  市が主体となって取り組む事業の進捗状況について 

・資料５  令和７年度「心のバリアフリー教室」について 

・資料６  令和７年度心のバリアフリー普及啓発について 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 ０名 
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（会議の概要） 

１．開会 

菊地課長 みなさま、こんにちは。本日は、ご多用のところ、当協議会にご出席いた

だき、誠にありがとうございます。開会に先立ちまして、事務局より案内申

し上げます。 

本協議会は議事録を作成させていただいております。ご発言の際は、委員

長の指名の後に、お名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。ま

た、議事録については、会議の経過を明らかにするため原則として公開とな

ります。会議資料とともに、市役所市政情報コーナー及び市ホームページで

公表することになっておりますので、ご承知おきください。 

本協議会は原則として公開で実施しておりますが、本日は傍聴の申し出が

ございませんので、このまま会議を進めさせていただきます。 

会議中に傍聴人の方が入室される場合もありますので、ご承知おきくださ

い。 

続きまして、出席状況についてご報告いたします。当協議会は、委員定数

３０名となっておりますが、本日はオンライン参加を含め、２２名のご出席

をいただいております。 

このことから、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会要綱第６条第２項

の規定により、本日の会議は成立していることをご報告いたします。 

それでは、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会要綱第６条の規定に基

づき、ここから先の進行につきましては、大原会長にお願い致します。 

大原会長 ：  皆さん、こんにちは。大原です。本日もどうぞよろしくお願いします。 

 今日は令和７年度第２回茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会とい

うことで、これから開催したいと思います。毎回ですけれども、皆さんから

活発なご意見をいただければと思います。 

 それで、最初に委員の交代があったということで、事務局から報告をして

いただきましょうか。お願いします。 

事務局  ：  では、委員の交代につきまして、事務局より報告をさせていただきます。 

 前回の協議会から茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会様、神奈川県警察茅ケ

崎警察署様より委員の交代の申出がありました。また、昨年１０月末をもち

まして斉藤委員が一身上の都合により退任されましたので、新たな委員を委

嘱しております。名簿順にご紹介させていただきます。 

 神奈川県警察茅ケ崎警察署、山本真之委員、本日は欠席のご連絡をいただ

いております。 

 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会、森田昌代委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 そして、中央大学研究開発機構機構准教授、丹羽菜生委員、どうぞよろし

くお願いいたします。 

大原会長 ：  本日出席いただいている方は２名ということで、森田委員、丹羽委員、よ
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ろしくお願いしたいと思います。市民部会へのご参加もお願いしているかと

思います。 

 

２．議題 

（１）副会長の選任について 

大原会長 ：  それでは、議事に入っていきたいと思いますけれども、議題が１つと報告

が１件ということで、今日の議事次第がついております。 

 では早速、議題（１）副会長の選任についてです。これについては、お手

元の資料２、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会要綱の５条に基づい

て選任を行うということになります。 

 それでは、初めに、副会長について、自薦、他薦等ございましたらお願い

したいと思うんですが。 

深瀬委員 ：  それでは、中央大学の研究開発機構機構准教授、丹羽菜生委員にお願いす

るのはいかがでしょうか。 

大原会長 ：  ただいま副会長ということで丹羽委員の推薦がありました。皆様、いかが

でしょうか。 

 （ 異議なし ） 

大原会長 ：  それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

 副会長は丹羽委員にお願いいたします。こちらの席にお移りくださいとい

うことが書かれていますので、すみません。 

 それでは、自己紹介というかご挨拶というか、簡単にお願いします。 

丹羽副会長：  皆様、こんにちは。中央大学研究開発機構の丹羽と申します。着座にて失

礼いたします。 

 私は藤沢市のアーバンデザイン、再開発のところなんですけれども、そち

らのほうの委員をやらせていただいたことをきっかけにお声をかけていた

だいたことと思います。私は、都内に中央大学、後楽園のほうにありまして、

品川区、北区、目黒区、調布市等々の委員をやらせていただき、主に空港の

ユニバーサルデザイン、あと空港の施設を整えるだけではなく、空港を使っ

て、本当に皆さんが旅行に行けるのかという課題等もやらせていただいてお

ります。 

 茅ヶ崎は本当にいろいろすてきな場所がありますので、いろんな方に訪れ

ていただけるようなところになるよう、皆様と一緒に議論していきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

大原会長 ：  丹羽委員、よろしくお願いします。 

 私と同じく建築出身ですが、幅広く具体的ないろいろなバリアフリーに関

しても関われているということで、神奈川のほうまで出てこられるのが大変

かと思っていたんですが、お引き受けいただいたということで、これからよ

ろしくお願いしたいと思います。 

３．報告 
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 （１）茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗状況について 

大原会長 ：  それでは、議題はその点だけなんですが、あと、今日、この時期で大変重

要なこととして、報告事項として、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗状

況について、今日は報告いただいて、皆さんと確認をしながら、ご意見、ご

質問などをいただきたいと思っています。 

 それでは、事務局から説明をしていただいて、その後、ご意見などをいた

だきたいと思います。 

 それでは、ご報告をお願いします。 

事務局  ：  では、報告事項、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の進捗状況についてをご

報告させていただきます。今回、報告事項が４つありまして、資料３から資

料６までを使用しまして報告させていただきます。少しボリュームがありま

すので、初めに、資料３と資料４についてご報告させていただきます。 

 それでは、お手元に資料３、特定事業の進捗状況についてのご用意をお願

いいたします。 

 こちらの特定事業計画については、バリアフリー基本構想の実現に向け

て、各事業者と連携をし、推進しているところであります。今年度は、５月

に事業者の意見交換会を実施しました。令和７年度時点で特定事業の進捗状

況、各事業者の報告に基づき、その内容を事業種別にまとめているのがこち

らの資料となっております。各事業の実施状況により、完了、実施中、未着

手の３段階で事業数を整理しております。 

 初めに、中段にある事業の実施状況の段階をご覧ください。完了について

は令和７年度末で完了したハード事業、実施中は令和７年度末で実績はあり

ますが、完了していないハード事業、または今後も随時対応、継続実施する

ソフト事業、未着手はハードまたはソフト事業で、令和７年度末時点で未着

手のものを表しております。 

 それでは、事業種別の進捗状況の表、事業種別、公共交通特定事業の欄を

ご覧ください。まず、事業数ですが、こちらは各事業者が計画している事業

の合計数となります。事業数が４９、そして、右側にあります着手は、完了

と実施中を足した数となっており、着手が３２、着手率は、これからお伝え

する前年度については、中間評価時からの比較となりますが、前年度５３％

に対して、今年度の着手率は６５％となります。 

 続いて、道路特定事業に移ります。まず、事業数が２６０となっており、

着手率が前年度６０％に対して、今年度は７５％となっております。 

 続いて、交通安全特定事業については、事業数が１２、着手率は、前年度

６７％に対して、今年度は７５％となっております。 

 続いて、建築物特定事業、事業数は２６９、着手率は、前年度の６４％に

対して、今年度は８７％となっております。 

 続いて、路外駐輪場特定事業については、事業数１４、着手率は、前年度

の５０％に対して、今年度は５０％となっております。 
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 都市公園特定事業については、事業数１２、着手率は、前年度の５０％に

対して、今年度は５８％となっております。 

 その他の事業は、事業数が９、着手率は、前年度３３％に対して、今年度

は５６％となっております。 

 全体の事業数、合計は６２５となっておりまして、前年度、着手率６０％

に対して、今年度は７８％となっております。 

 各事業の詳細につきましては、２ページ目から６ページ目までに掲載して

おりますので、そちらをご確認いただければと思います。 

 続きまして、６ページ目、３の令和７年度取り組み状況のまとめをご覧く

ださい。特定事業計画で計画した事業に対して、今年度末までに着手した事

業の割合は７８％となっております。基本構想では、令和１４年度までに特

定事業計画の事業進捗率７割の達成を目標としていることから、着実に進ん

でいるものと考えております。また、まだ未着手の事業もあることから、今

後、意見交換会などを行いながら、さらなる実施を目指していきたいと考え

ております。 

 こちらの資料についての報告は以上となります。 

 続きまして、資料４をご覧ください。今度は市が主体となって取り組む事

業の進捗状況についてご報告をさせていただきます。こちらの進捗状況につ

いては、各課かいからの報告事項に基づき作成をしております。 

 まず、（１）心のバリアフリーの推進をご覧ください。こちらは４項目ご

ざいまして、一番右側に書いてある増減というところになるんですけれど

も、前年度と比較して３項目が向上、１項目が横ばいという結果になってお

ります。各課で取り組んだ事例については記載のとおりとなっております。 

 続きまして、次のページにあります（２）情報のバリアフリーの推進をご

覧ください。こちらにつきましては、４項目のうち、前年度と比較して３項

目が向上、１項目で前年度を下回る結果となっております。下回った理由と

しましては、ホームページのバリアフリー化という事業内容になるんです

が、カラーバリアフリーの対応が十分対応できなかったなどの報告が挙がっ

ております。 

 続きまして、（３）人的対応・接遇の推進をご覧ください。こちらについて

は、４項目のうち、前年度と比較して３項目が向上、１項目が横ばいとなっ

ております。 

 続いて、（４）小中学校のバリアフリー化の推進をご覧ください。２行目

にあります、学校施設の大規模改修等の機会にあわせ、建物や敷地内の移動

等円滑化経路を含めた小中学校のバリアフリー化の推進では、昨年度設計を

行った円蔵小学校について、建物や移動等円滑化経路のバリアフリー化の改

修工事を行っております。また、次の段にあります通学路合同点検を実施し、

通学路のバリアフリー化の推進については、通学路の合同点検を今年度も実

施しまして、対応可能な交通安全対策を順次実施してきております。 
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 続きまして、（５）施設等のバリアフリー化の推進をご覧ください。こち

らにつきましては１２項目ありまして、４項目が前年度から向上となってお

ります。なお、こちらについて増減を表していない項目が８項目あります。

こちらにつきましては、前年度より対象案件に変動があるものとなっており

まして、そのような理由から、このような形を取らせていただいております。 

 続きまして、（６）災害・緊急時におけるバリアフリー化の推進について

は、４項目ございまして、１項目では向上、１項目が横ばいという結果にな

っております。こちらの増減を表していない２項目につきましては、※１に

記載しておりますとおり、条件がそろっておらず、比較しても正しい評価が

できないため、このような形を取っております。 

 続いて、（７）イベント・会議・講演等におけるバリアフリー化の推進をご

覧ください。こちらにつきましては、４項目のうち、３項目が向上、１項目

が前年度を下回る結果となっております。下回った項目につきましては、子

育て世代が参加しやすい方法への配慮の項目になるんですが、児童、乳幼児

が参加できる専用のスペースの確保までに至らなかったという理由から減

少となっております。 

 続きまして、（８）バリアフリー整備等に係る予算への対応について、こ

ちらは２項目あります。こちらについては、今年度実施につきましては、こ

ちらの課の数になるんですが、横棒で示しているのは、年度によって対象案

件の変動があることから増減を表していないという形を取っております。 

 続いて、２の令和７年度取り組み状況のまとめをご覧ください。今、結果

をお伝えしたとおり、前年度から今年度にかけては新たなバリアフリー関連

の事業に全体として取り組む課かいが増加しております。なので、引き続き、

職員研修や取組の共有を通じて、それぞれの課かいが自らの業務において主

体的にバリアフリー推進に取り組む意識を醸成し、バリアフリー推進に取り

組む課の増加を目指していきたいと考えております。 

 事務局からの報告は以上となります。 

大原会長 ：  ありがとうございました。 

 それでは、資料３、４に関して、ここで一旦区切りまして、説明に対して

のご意見とかご質問をお聞きしたいと思います。何かございませんでしょう

か。 

柏崎委員 ：  老人クラブの柏崎です。 

 特定事業の進捗状況については、あまり詳しくここにも載っていないので

はないかなと思うんですが、ちょっとお聞きしたいのは、これは単年度なの

か。今、未着手というのは、いつ頃までにやるのかというのがちょっと分か

りにくいので、未着手も、いつまでに着手するのか、今年度事業なのか、単

年度事業なのか、ちょっとこの辺が分かりにくいものですから、その辺をお

伺いしたいと思いました。 

事務局  ：  ご質問ありがとうございます。この実施時期についてということでよろし
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いですよね。最初に、事業所の皆様に計画を出していただく際に、その計画

をいつやるのかというのを短期、中期、長期ということで３段階に分けて計

画を立てていただいているところであります。なので、現段階では、例えば

ハード整備ですとか、長期的にやるというものは、まだ計画年度、この間、

ちょうど短期一、二年ということで終わったばかりになっておりますので、

これから長期の事業については、まだ未着手になっていたりということにな

っております。なので、３段階で、ハード整備については取組をやっていた

りですとか、あとはソフト事業なんかもありますので、そういったところは

随時対応で厳しくということで計画されているところではあります。 

柏崎委員 ：  期間というのはどうなんですか。１回、２回、３回じゃなくて、１年度、

２年度、３年度とか、３年ぐらいなんですか。分からないんです。それはい

ろいろ年度をまたげるわけでしょう。年度をまたげるわけですよね。そうす

ると、やっぱり３年度とかが多いんですか。 

事務局  ：  計画数ということですよね。 

柏崎委員 ：  計画の年度というのが、本年度で終わるのか、来年までいいのか、再来年

までなのかという計画を立てるじゃないですか。それをちょっとお聞きして

いるんです。１回、２回、３回じゃなくて。 

大原会長 ：  短期、中期、長期のそれぞれの期間、完成年度みたいなものをちょっとお

知らせいただきたいと思います。 

事務局  ：  失礼いたしました。ハードの短期につきましては、すぐに取り組む事業と

いうことで、令和５年度から令和６年度に実施する事業ということになって

おります。中期につきましては、簡易な調整が必要な事業ということで、令

和７年度から令和９年度に実施する事業ということで位置づけをしていま

す。長期につきましては、少し複雑な調整が必要ということで、令和１０年

度から令和１４年度に実施する事業ということで、計画では位置づけており

ます。 

柏崎委員 ：  できれば最終年度が分かると、いつまでに終わる予定なのかというのがあ

ると、もうちょっと分かりやすいと思うんですけれども、ありがとうござい

ました。 

大原会長 ：  ありがとうございました。今のお話では、もう少し分かりやすく聞くとす

ると、つまり短期の期間というのは、短期で何とかするという事業に関して

の期間はもう終わったわけですよね。それに関しては、１００％達成してい

ると考えていいですか。 

事務局  ：  昨年度末の時点で短期事業は全て終了する計画期間となっていまして、昨

年度末の時点で短期の期間の計画に対する中間評価を実施したところです。

今はまた中期の段階に入りまして、令和９年度末に中期の計画に対する評価

の振り返りをして、まとめを行うという形になっておりますので、今回につ

いては、今年度までに終わる計画に対して、どれぐらいの完了があったかと

いう内訳は表ではお示しできていないところなんですが、計画期間中に、短
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期の終わり、中期の終わり、それで、最後に計画期間が終わる令和１４年度

末に全ての進捗状況のまとめを行うという３段構えになっております。 

大原会長 ：  よろしいでしょうか。最後のまとめでは、達成目標７割を超えているとい

うことなので、ほぼ予定どおり達成している、それを超えて達成していると

いうことがまとめとして書かれているので、この数字から読み取れること

は、そういうことだというふうに理解してよろしいですよね。要するに、で

きれば個々、今の時点での達成率が何％なのかというような資料が出ている

と分かりやすかったということだと思います。ありがとうございます。 

柏崎委員 ：  計画では５０％なのに、４０なのかというところがちょっと分かりにく

い。会社なんかでやる場合には、３年度計画とか決まっていて、３年でどれ

ぐらいで、今年度は４０のところが５０まで行っているかというような報告

をするんだけれども、全体で言うから、未着手というのが、本当にまだ着手

していないのか、これから着手していいものなのかというのが、ちょっとこ

の表では分かりにくいところがありましたので、質問しました。ありがとう

ございました。 

大原会長 ：  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

小松委員 ：  公募市民の小松です。よろしくお願いします。 

 資料３のほうにも、結果報告の内容で、実質というのは具体的に動いてい

るということなんですが、ハード面じゃなくてソフト面の対応の中で、どう

いった今までにないような水平展開できるようなソフト受入れとか、心のバ

リアフリーにつながるんだと思うんですけれども、そういった特筆したもの

を挙げていただくと参考になって、持ち帰って、自分の活動の中で生かせる

かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

大原会長 ：  事務局のほうで何か特筆というか、例を挙げてお伝えできるようなことが

ありますか。 

事務局  ：  ありがとうございます。本日の会議資料にはご紹介できませんでしたけれ

ども、毎年５月に特定事業者さんを集めた意見交換会というものを実施して

おりまして、そこで各事業者さんから横展開できるような好事例、また、逆

に、バリアフリー化を推進するに当たっての課題といったものをその意見交

換会に出席された各事業者さんの間で共有して、率直に意見交換をして、持

ち帰っていただくというような取組を行っております。なので、次回、また

こちらの会議のほうに、そういった会議で紹介された事例ですとか、そこで

出てきた意見みたいなものを皆様にご紹介できたらと思っております。あり

がとうございます。 

小松委員 ：  ありがとうございます。それは市のホームページで資料を見ることができ

るんですか。 

事務局  ：  意見交換会の結果については、今、ホームページ等で公表はしていないん

ですけれども、ご意見にいただいたとおり、どんどん広めたほうがいいと思
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いますので、そういった公表の形もこれから検討していきたいと思っており

ます。ありがとうございます。 

小松委員 ：  分かりました。ありがとうございます。 

大原会長 ：  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 では、事業に関して、あと資料４のほうも、茅ヶ崎独自でここのところ進

めてきた事業かと思うんですけれども、その辺でもご質問とかご意見とかが

あれば、いただければと思います。 

 では、大原ですけれども、細かいことですけれども、資料４の最後の６ペ

ージ、（８）で予算への対応ということで、増減を書いていませんけれども、

これは全体の金額は書けるんじゃないかなと思っていて、つまり、ここで挙

げられているのは全体の課かいの数、どこで取り組んだかという数が示され

て、それの増減とあるんですけれども、全体では、予算とか補助金とかは書

けるんじゃないかなと思って見ていました。それほど難しくなくというか、

あまり表に出したくないということもあるのかもしれませんが―と思い

ました。そういうことでいうと、特に毎年、コンスタントに予算対応をして

いるということなんだと思うんですけれども、何かコメントがありましたら

教えていただければと思います。 

事務局  ：  ありがとうございます。予算についてなんですけれども、なかなかバリア

フリーだけを目的とした予算というものをどうやって仕分けていくかとい

う実務上の課題はあろうかと思いますけれども、今後、このバリアフリー整

備等に係る予算対応を測る物差しとして、今の課かい数だけではなくて、ど

ういった指標が適切なのかというのを事務局としても検討していきたいと

思います。 

大原会長 ：  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

丹羽委員 ：  中央大学の丹羽です。 

 細かく御説明いただき、ありがとうございます。先ほどから出ているよう

に、資料のつくり方が少しもったいなかったかなと。いろいろ取り組まれて

いるのに、その取り組まれた形跡がここから見えなく、未着手という言葉が

ちょっと頭に残ってしまったというところがちょっともったいなかったか

なと思っているんですが、いろいろ取り組まれているのは私も存じ上げてい

ますので、それが住民に見えるような資料になるといいかなと思っていま

す。 

 それとは別に、資料４なんですけれども、拝見していると、令和６年度、

令和７年度でそのままだったりというのがある。これは課が１つ減ったとい

うことになるんですか。８６課あったのが８５課になっている。なので、実

態としては、変わらなかったところだけれど、上がっているところというこ

となんだろうなと思っているんですけれども。何を伺おうと思っていたかと

いうと、例えば資料の作成等で、８５課のうち、３２だったり、５２であっ
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たりとか、ホームページのバリアフリーとか、これを市として、ひとつ、ホ

ームページでは変わらないのかなと思ったりしているんですけれども、例え

ば３５課はホームページがうまくいっていない、バリアフリー化されていな

いとか、コミュニケーション支援ボードの設置はそんなに難しいことではな

いのかなと思っているんですけれども、今、４０課は置かれていないとか、

そういうような読み方をしてよろしいんでしょうか。 

事務局  ：  ご質問ありがとうございます。ホームページのバリアフリー化につきまし

ては、各課側からも、８５課あるんですけれども、実際に新たに更新を多く

というか、対応するといいますか、少し時点修正といいますか、そういった

ところなので、対象案件がありませんでしたという課もありまして、そうい

うところで、まず、８５課ではなく５０課になっているというところも含ま

れているような状況ではあります。 

丹羽委員 ：  そういう読み方なんですね。これは３５課がやっていないわけではなく、

５０課が対応したという読み方。 

事務局  ：  そうです。 

丹羽委員 ：  なるほど。そうすると、この書き方ですと、ちょっともったいないですね。

承知しました。ありがとうございます。 

大原会長 ：  ありがとうございました。資料の作成はそれだけでも大変だと思いますの

で、あまり多く注文するのも酷かと思いますが、例えば、今、例として挙げ

られたのが、２ページの（２）の最初、ホームページのバリアフリー化が令

和７年度は８５のうち５０とありますが、この８５というのは全ての課かい

の数で、ホームページを持っているのが何課あるというのが本来は母数にな

るんじゃないかなと思うんですけれども、それに関しては、今、分かりませ

んよね。５０がバリアフリー化対応しているけれども、そもそもホームペー

ジを持っていない課もあるんじゃないかなと思っていて、それが幾つだった

のかというのが、本来、何％というのを出すときには重要かなと思います。 

 それから、例えば２番目の筆談具やコミュニケーション支援ボードという

のもありますが、これも、つまり窓口で直接対応している課が全体で幾つあ

るのかというのが母数になったほうがいいんじゃないかなと思います。分か

る範囲で、もし今分かれば教えていただけるといいんですけれども。 

事務局  ：  ありがとうございます。ここの表記については、おっしゃっていただいた

とおり、課題があるかなというふうには認識しております。ホームページに

つきまして、市全体としてホームページはあるんですが、今、ちょっと具体

的にここの課がページを持っている、持っていないというのが情報として持

ち合わせていないものでして、申し訳ございません。また、窓口につきまし

ても、今すぐにお答えできる数字を持っていないものでして、申し訳ないん

ですけれども、ここについては、改めて検討させていただければと思ってお

ります。 

大原会長 ：  次回、また、このアンケートとか、それの表現の仕方、その辺、少し作業
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が増えますが、そういう形で出していただくと、確かに、ここで挙げられて

いるのが３０何％とかと出ていると、いかにも少ないという印象がついてし

まいますけれども、実際はそうでもないんじゃないかなというふうにも思い

ます。ありがとうございます。主に表現の仕方は、皆さん、非常に疑問を持

たれちゃうので、その辺はまた改善のほどお願いしたいと思います。 

 続けてよろしいですか。あと資料５、６の説明をしていただいて、心のバ

リアフリー教室についてですので、説明いただいて、またご意見をいただき

たいと思います。では、事務局のほうからよろしくお願いします。 

事務局  ：  それでは、今度、資料５をお手元にご用意をお願いいたします。令和７年

度「心のバリアフリー教室」についてご報告をさせていただきます。 

 初めに、１の実施概要をご覧ください。今年度は、令和６年度までの課題

点を受け、心のバリアフリーに関する正しい理解を効果的に伝えること、そ

して、実施校の拡大、この２点を見据えて、年度の前半でプログラムの見直

し、そして、後半でバリアフリー教室を実施してきました。プログラムにつ

きましては、中段に記載をしているんですけれども、昨年度との大きな違い

としては、まず、全５コマから全３コマへ変更したこと、そして、これまで

の障がい者との交流体験に代わり、様々当事者の声を動画にして授業に盛り

込んだこと、そして、１コマ目の授業を学校の先生が実施したことが大きな

違いとなっております。 

 それでは、２、令和７年度実績に移ります。今年度は、こちらに記載のと

おり、次の３校で実施をしてまいりました。特に浜之郷小学校につきまして

は、備考欄にも掲載しているんですけれども、１コマ目を参観日に実施をし

ました。そのため、実際に保護者の方にも授業に参加していただくことがで

きました。 

 続いて、次のページにあります３、児童の感想例に移ります。上段には、

提出されたプリントから抜粋した児童の感想を、下段、参考の令和６年度児

童の感想文につきましては、昨年度末の協議会で報告をした資料の内容を掲

載しています。今年度の感想としましては、こんなに困っている人がいるこ

とや、ちょっとしたことでも解決できて、みんなが笑顔になれることを学ん

だですとか、自分ができることや用意できることがたくさんあることが分か

りましたといった感想が寄せられております。昨年度までは、どちらかとい

うと障がい者に特化した感想ですとか、あとは体験の感想が多く見受けられ

たかなという印象があったんですが、今年度は、人それぞれ違うのが当たり

前という共通の前提に立ち、その中で自分に何ができるかなと考える感想が

多く見受けられたかなというふうには考えております。 

 続きまして、４、保護者の感想例に移ります。こちらは資料に掲載してい

るとおり、保護者の方からは、児童が単なる同情するのではなく、具体的な

行動案を考えられたことですとか、あとは他者の視点を想像する大切さを学

んだといった声が多く寄せられております。 
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 続きまして、５、教員アンケート結果をご覧ください。授業の終了後に教

員のアンケートを実施し、３校合計７クラスから回答があったものになりま

す。 

 まず、一番上の「全体の満足度」としましては、「満足・やや満足」が４、

「普通・ほど良い」が１という結果になっております。続いて、５行目にあ

ります「教室のねらいの達成度」につきましては、「満足・やや満足」が６と

いう結果になっております。すみません、こちらのアンケートにつきまして

は、一部未回答があったため、各項目の回答の合計数は一致していないよう

な状況になっております。そういった結果があったんですが、一方で、中ほ

どにあります「１コマ目の内容量」につきましては、「多い」が４、「ほど良

い」が２ということになっております。一番下の「先生ご自身の『心のバリ

アフリー』に関する理解」については、「深まった やや深まった」が６、

「どちらともいえない」が１となっております。こちらのアンケート結果か

ら、１コマ目の内容量のほか、あとは今回宿題があったんですけれども、宿

題が負担に感じるというご意見もいただいております。なので、令和８年度

は、１コマ目の内容量と宿題の量を見直していきたいと考えております。 

 続きまして、６、市民部会の意見をご覧ください。こちらは梅田小学校の

ほうに視察に来ていただいた市民部会の委員の皆様から終了後にアンケー

トを取って、その結果と内容をまとめております。ご意見、ご感想としまし

ては、「子どもたちの質問や発言が多く、内容を理解していることが感じら

れた」ですとか、「当事者の話を視聴する動画は分かりやすかった」といっ

たご意見をいただきました。ただ一方で、「視聴時間は少し長かったと思う」

といったご意見も受けておりまして、令和８年度は動画の長さを見直してい

く必要があると考えております。 

 最後に、７、今年度のまとめと来年度の方針の欄をご覧ください。先ほど

お伝えしました児童の感想などからも、心のバリアフリーの考え方を本格的

に伝えることができ、一定の効果が認められたというふうに考えておりま

す。さらに、今回、１コマ目を学校の先生が実施したことで、先生の理解が

進むとともに、実際に先生が独自のプリントを作成して授業をやられていた

というケースもあったりなどして、クラスの実態に応じた授業が展開され、

学びに広がりが見られたかなというふうに考えております。なので、来年度

につきましては、課題として挙がっております１コマ目、そして動画、宿題

の量などについて改善を図りつつ、実施校の拡大を目指して引き続き取組を

進めていきたいと考えています。 

 資料５については以上です。 

 続きまして、資料６に移ります。資料６は、令和７年度心のバリアフリー

普及啓発についてとなります。こちらについては、心のバリアフリー教室以

外の心のバリアフリー普及啓発の取組についてご報告をさせていただきま

す。 
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 まず初めに、１、プレイベント（展示型＆体験型イベント）の（１）開催

概要をご覧ください。今回、この後、報告します２月９日に開催した講演会

のプレイベントとしまして、心のバリアフリーについて自然と理解を深めて

いただくことを目的に、１月２０日にイオン茅ヶ崎中央店でプレイベントを

開催しております。 

 ③内容をご覧ください。大きく分けて５つありまして、まず、１点目が「言

葉だけで絵を伝えてみよう！」という企画をやっております。こちらは参加

者の方があるお題について、言葉だけで内容を伝えるものです。それを聞い

た方がその絵を実際に表現していくというものになります。当日は、協議会

の委員である今井委員にもご協力をいただいております。 

 ２つ目としましては、インスタントシニア体験になります。こちらは、重

りのあるものであるとか、あとはゴーグルなどを装着して、高齢者の身体機

能の変化などを一時的に体験するものとなっております。こちらは若林委員

にもご協力をいただいております。 

 続いて、３点目としまして、心のバリアフリーポスターの展示、４点目は、

心のバリアフリークイズを実施しております。こちらはクイズ形式でまちな

かのバリアを取り除く取組ですとか、あとは心のバリアフリーに関連する内

容を出題しております。 

 ５点目としまして、心のバリアフリーの木を育てようというのをやりまし

た。こちらについては、２ページ目に実は写真を掲載しているので、後ほど

見ていただければと思うんですけれども、参加者が自由に付箋に今日体験し

てみての感想とかを書いて、木に貼り付けて、１つの木をみんなで完成させ

ようという企画になっております。 

 そのほか、会場内では、スタンプラリーですとか、心のバリアフリーくじ

ですとか、講演会のＰＲを行ってきました。 

 続いて、次のページにあります（２）来場者数に移ります。当日は２０名

の方にご来場いただき、参加者からは、自分の知らない世界を感じることが

できてよかったなどの感想がありました。 

 続きまして、２、講演会に移ります。こちらは、心のバリアフリーに関す

る理解をさらに深め、日常生活の実践につなげることを目的に、２月９日に

開催をしました。講師は一般社団法人障がい者自立推進機構理事であるセイ

ン・カミュさんにお願いしておりまして、「みんなで考える 心のバリアフ

リー」をテーマに講演を行っていただいております。講演の内容については、

記載のとおりとなっております。 

 （２）来場者数ですが、約１００名となっております。当日、参加者の皆

様にアンケートを実施しまして、その結果を（３）アンケート結果に掲載し

ています。回答者は３６名となっております。例えば、問２の「講演会は今

後の役に立つ内容でしたか？」は、３６人の方が「はい」と回答しています。

また、問３の「講演会をとおして『障がい』や『バリアフリー』に対して意
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識が変わりましたか？」では、「はい」が３０人、「いいえ」が６人となって

おります。ただ、この「いいえ」については、既に学んでいるのでといった

理由が挙がっておりました。 

 続きまして、３の庁内研修に移ります。こちらは、今年度、市職員向けの

研修を２回実施した結果となっております。 

 初めに、（１）新採用研修の欄をご覧ください。こちらは、新採用研修６０

名を対象に、心のバリアフリーを体現するための３つのポイントを中心に、

講義ですとかグループワークを行いました。 

 次に、（２）障がいの理解を深めるための研修に移ります。こちらは、全課

かいの職員７２名に対し、職員課、あと障がい福祉課と連携をして、実施を

してきました。内容については記載のとおりとなっていますが、当日はグル

ープワークのほか、座学、あと当事者の職員が参加し、パネルディスカッシ

ョンを行っております。また、終了後にアンケートを実施しております。 

 アンケートの結果につきましては、②アンケート結果に記載のとおりとな

っております。問３の「研修を通じてバリアフリーへの意識は変わりました

か」では、「そう思う」が２２人、「ある程度そう思う」が２５人、「どちらで

もない」といった意見が１０人となっております。こちらの「どちらでもな

い」については、もともと意識していたため、変化はあまりなかったかなと

いった意見がありました。 

 続きまして、４、ＪＲ茅ケ崎駅構内でのポスター掲示をご覧ください。こ

ちらはＪＲ東日本旅客鉄道株式会社様のご協力により、茅ケ崎駅構内連絡通

路で１２月の障害者週間に合わせて、心のバリアフリーのポスターを掲示し

ました。 

 最後に、５、令和７年度まとめの欄をご覧ください。今年度は、対面で実

施したプレイベントや講演会が参加者からの満足度も高く、心のバリアフリ

ー普及に向けた効果的な機会となったと考えております。また、研修につい

ても高い満足度が得られており、意識の定着を目指して、継続的な取組が必

要だと考えております。また、ポスター掲示については、駅構内への掲示に

加えて、今年度は、イベントですとか、あとは心のバリアフリー教室でも活

用したことで、多くの方に見てもらえる機会になったかなと考えておりま

す。 

 事務局からの報告は以上です。 

大原会長 ：  ありがとうございました。ただいま報告、紹介していただいたことに関し

ていかがでしょうか。 

石井委員 ：  公募市民の石井と申します。 

 心のバリアフリー教室は、大変前向きな姿勢で取り組んでいただいて、本

当に感服しているという感じです。事前のときに、先生がどのくらい対応し

ていただけるか。ちょっと言葉悪いんですけれども、本当に理解をしていた

だいて、心から対応してくれるかどうかというのは、すごく多くあるんです
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よという意見は多かったんです。評価として、総括として、数値的には上が

っているんですけれども、書き切れない生の声みたいな先生の声を１つ、２

つ、ぜひとも聞きたいなと思っているんです。その辺、ここでご紹介しても

構わないものがあれば教えていただければと思います。 

 事務局のほうから、先生の理解が大変深まったということが書いてありま

したけれども、実際に先生が何か漏らしたような感想みたいなものがあれ

ば、ちょっとご紹介できるかなと思うんですけれども。 

事務局  ：  事務局から失礼します。感想としては、前向きなものとして１つご紹介で

きるものは、教師としてももちろんですが、一人の人間としてできることは

何か、改めて考えるいい機会となりました。全体として、今、手持ちの資料

を確認したんですけれども、先生にとっても心のバリアフリーって何なのか

ということを考えるいい機会になりましたと感想があります。 

石井委員 ：  どうもありがとうございました。 

堀場委員 ：  堀場と申します。聴こえるでしょうか。今日は参加が遅れまして、すみま

せんでした。 

 今、石井委員から発言があったのと絡んでの質問ですけれども、２つお伺

いしたいんですけれども、バリアフリーの教室のほうでは、実施に当たって、

最初に、例えば社会モデルは何かといったような理解について、先生方に対

する研修といいますか、基本的な理解をそろえるような取組というのはされ

ていたんでしょうかということが１つ目です。 

 ２点目は、今年度については、動画を利用したりとかということで、これ

までよりも実施にかかる労力が削減できたのかなということなんですけれ

ども、これによって、これまで全部の小学校を年度内にカバーできていなか

ったりというようなことがあったと思いますが、来年度以降、もうちょっと

多くできれば、全部の学校を年度内に全てカバーできるようになるとか、そ

ういったことが期待できるんでしょうか。 

 この２点、よろしくお願いします。 

事務局  ：  ご質問ありがとうございます。 

 まず、１点目にご質問いただきました先生に対して研修等ということなん

ですけれども、実際に事前研修という形で学校のほうに行きまして、先生と

授業内容について、１コマ目もそうなんですけれども、全体の授業内容も含

めまして、研修という形で実施をさせていただいております。 

 以上です。 

事務局  ：  委員からご質問いただきました２点目でございますが、実際に教室にかか

る時間ですとか、そういったものは従来のプログラムと比べて大きく変わっ

ております。なので、実施校の拡大に向けては着実に成果があったかなと考

えておりますが、直ちに全１９校で実施できるかというと、まだ、そこは運

営上の課題もあるのかなと思っております。ただ、ゆくゆくは、プログラム

の見直しというよりも、毎年、毎年、微修正や改善を繰り返しながら、最終
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的には１９校でできるような仕組みというものを目指して、今後も着実に皆

さんとご議論を交わしながら、進化していきたいなというふうに考えており

ます。 

堀場委員 ：  来年度の実施校の計画というのは、いつ頃、共有いただける感じでしょう

か。 

事務局  ：  ありがとうございます。令和８年度につきましては、令和７年度のプログ

ラムの見直しを受けまして、また、当初の４月早々に募集をかけさせていた

だきまして、希望校から実施をしていきたいと考えておりますが、具体的な

校数については、今のところ、あえてといいますか、設定はしておりません。

応募状況がどうなるのかというところを見定めて検討していきたいなとい

うふうに思っております。 

堀場委員 ：  承知しました。ありがとうございます。 

髙丸委員 ：  身障協会の髙丸と申します。 

 私は、バリアフリーの教室に対して、今回は見学者として参加させていた

だいたんですが、前年度は、子どもたちと一緒に、同じように対話したり、

ゲームをやったりしたんですけれども、今回の取組は、見学して感じたこと

をちょっとお話しさせていただこうと思うんです。 

 私は、今回の取組に対して、学校の先生方がすごく一生懸命取り組んでい

るという姿からはとても感じられました。子どもたちの意見を聞きながらい

たんですけれども、子どもたちがすごく一生懸命お話しして、先生に対して

意見をたくさん述べているんですけれども、それに対して全部聞くことがで

きなかったのが一つ難点だと思います。でも、先生が一生懸命取り組んでい

らっしゃることで、今回、私は梅田小学校のバリアフリー教室に参加したん

ですけれども、梅田小学校の先生が、以前にほかの学校にいらした先生だっ

たと思うんですけれども、梅田小学校で一生懸命取り組んでいらっしゃる姿

がとても感じられました。先生が子どもたちと一緒にお話しして、子どもた

ちに信頼関係がよく出ていて、意見が活発に出ていたんですよね。それに対

して、今まではゲームとして一緒に参加するということじゃなくて、子ども

たちの意見をより多く聞くことができて、すごくよかったなと感じておりま

す。 

 つじつまが合わなくてごめんなさい。はっきりと意見を申し上げられなく

て申し訳ないんですが、今回のバリアフリーの教室はとてもよかったと思い

ます。ありがとうございました。 

今井委員 ：  視障協の今井です。 

 見学させてもらって、今年度も大変うまくいったんじゃないのかなという

ふうに思っています。ちょっと気になったのは、実施校拡大を目指している

ということで始めて、でも３校だったと聞いたので、以前より少なくなって

いるなと。その少なくなった理由はどう考えていらっしゃるのかなと。以前

より増やすことをどのようにされるのかなというのが一つと、それから、最
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初に始めた鶴嶺小学校が今年なかったというのは、どういう理由だったのか

なと。その２点をお伺いしたいなと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

事務局  ：  ありがとうございます。今年度実施校は３校に減少したことにつきまして

は、上半期にプログラムの見直しをさせていただいていた関係で、学校側へ

の周知が夏休み中になりました。授業の実施可能期間としましては、後期日

程、１０月以降３月までの半年間を対象に応募をさせていただいた結果、３

校という結果になっております。来年度は、先ほどご説明させていただきま

したとおり、年度明け早々に学校のほうへ募集をかけさせていただきまし

て、通年で実施可能な状況で学校側のほうにご検討いただくことで、学校さ

んとしても手を挙げやすい状況になるのかなと考えております。 

 鶴嶺小学校さんが実施されなかったということにつきましては、実は鶴嶺

小学校さんからもご応募の検討をいただいたところで、実際にはほぼやるの

かなというところまで行ったんですが、どうしても年度の途中で年間の学習

計画、日程の折り合いがつかずに断念をしてしまったという経緯がございま

す。また、鶴嶺小学校のほかにも、室田小学校さんからも実はやりたいとい

うご相談がありましたが、こちらも同様に、残り半年間の中での日程の調整

が折り合わずに、大変残念ですが、実施できなかったという経緯がございま

すので、令和８年度はそのようなことがないように、年度当初に募集をかけ

て、学校さん側がご応募しやすいような状況で実施してまいりたいと考えて

おります。 

今井委員 ：  分かりました。ありがとうございました。 

大原会長 ：  ありがとうございます。私もそうなんですけれども、ほかにも実際、見学

に同行させていただいた方がいらっしゃったかと思うので、先にご意見など

がありましたらどうかと思いますが。 

柏崎委員 ：  意見というわけではないんですが、梅田小学校で、小学校の児童に心のバ

リアフリーという概念を説明するのに、どういうふうにして説明されるつも

りなのかということを私は興味を持ってよく聞いていたんですが、職員の方

が講師になって、非常にお上手に説明されていました。例えば、一番難しい

合理的配慮というのをどうやって説明するのかなと思ったんですが、やさし

い言葉で、あまり難しく言わないで説明されていたのは本当に感心しまし

た。子どもさん方も理解されていたんじゃないかなというふうに感心をいた

しました。 

 一言申し上げます。ありがとうございました。 

城田委員 ：  まちぢから協議会の城田ですけれども、私も梅田小学校に行かせていただ

きまして、今、皆さんがおっしゃったように、子どもたちも大変積極的に参

加して、よかったなというふうに思います。ただ、梅田小学校は床に座って

聞いていたので、ちょっと子どもたちが集中力に欠けるのかなというのがあ

ったので、学校の設備だとか、そういったものもありますけれども、もう少
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しその辺の聞く環境というのを学校とも打合せをして、やられたほうがいい

のかというのがひとつ感想としてありました。それから、動画の部分も、長

い動画もあったり、短い動画もあったりとか、対象者によって差がありすぎ

たかなというので、その辺はバランスよくつくられたほうが見ているほうも

飽きない、長いのはちょっと飽きちゃっている部分もあったのかなというふ

うに思ったので、その辺の改善も必要かなというふうに感じました。 

 以上です。 

大原会長 ：  ありがとうございます。 

 見学に参加した立場からのお話ですけれども、感想というか、私も先ほど

ご指摘あったように、合理的配慮の提供とかがどんなふうに伝わるのかとい

うのが、そういう難しい概念がどういうふうに伝わるのかなというのがずっ

と気になっていたところなんですけれども、それに関して、現場で見せてい

ただいたのは、たしか２コマ目になるわけですよね。その前に、１コマ目を

学校の担任の先生なのかな、プロの教師が１回、授業をやっているというこ

とで、その中でどんなふうに説明したのかなというのをむしろ聞きたかった

感じがします。非常に伝えにくいような概念をどうやって、その１コマ目が

あったから、すんなりと子どもたちは聞いていたような気がするんです。な

ので、やっぱり重要なのは１コマ目のところで、その辺でのケアというか、

先生のほうから、実際にやってみて、こういうことが大変だったみたいなこ

とをちゃんとすくい上げていくといいんじゃないかなと思います。結果的に

は、思ったよりも子どもたちは理解できているなというふうに、本当かどう

か分からないんですけれども、見ている限りは理解しているように思いまし

た。なので、取組としてはすばらしい結果を残しているんじゃないかと思い

ます。 

 さらに言うと、先ほど鶴嶺小は、この数年、主に体験型でいろいろなこと

をやられて、それもまた、大変成果を上げていたわけですよね。子どもたち

もすごく発見があったり、実感を持って、いろいろなことを気持ちの中に落

とし込めたというのがあったかと思うんですけれども、今回は、いわゆる当

事者の方からの直接的な体験というかお話みたいのはなく、動画を見るとい

うようなことで対応したわけですけれども、私はちょっとその違いが気には

なっています。なので、今回、残念ながら、鶴嶺小は対象にならなかったと

先ほどご説明にあったんですけれども、次年度はぜひ前のやり方と今年やっ

てみたやり方、さらにそれを改善したやり方というあたりが比較できるよう

に仕込んでいただければいいかなというふうに思って見ていました。 

 この企画で今回一番重要だったのが、とにかく鶴嶺小を中心に今までやっ

てきたところからの反省で、実際の現場の先生たちの意識を変え、先生たち

にちゃんと伝わる内容をまず研修しないといけないというのが今回の問題

意識の結構大きなところだったと思うんです。それに関しては、今言われた

ように、今まで出てきたように、割といい成果を上げているんじゃないかな
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と思って、成功しているなというふうに感じています。 

 では、ご意見、ご質問で。 

倉金委員 ：  茅ヶ崎市聴覚障害者協会の倉金です。 

 心のバリアフリーは、小学校の子どもたちに行っているということです

ね。例えば幼稚園の子とか小学校の子に手話の歌を教えると、とても喜んで

いるんですけれども、心のバリアフリーの中に手話はないですか。外国の方

は英語を話す、それが分からない、身振りで表す。子どもたちはそれをとて

も喜ぶと思うんですね。手話も簡単な手話、こういうふうにやって、動作を

して、これはバナナだよと、そういうふうに難しくて長いものじゃなくて、

短い時間で、表情とかもつけて、手話を広めるというのも心のバリアフリー

教室に入れたみたらいかがでしょうか。 

大原会長 ：  ありがとうございました。事務局のほう、プログラムにいろいろ検討して

いただければと思います。 

 心のバリアフリー教室に関して、今、ご意見がいろいろありましたけれど

も、そのほかのイベント、啓発事業としては、プレイベントとか講演会とか

ありましたけれども、この辺にも参加された方などからご意見、ご感想など

を伺えればと思うんですけれども、どなたかございますか。 

若林委員 ：  社会福祉協議会の若林でございます。 

 今回につきましては、この１月に普及啓発のプレイベントといたしまし

て、イオン茅ヶ崎中央店さんでの展示の関係で参加させていただきました。

私どもで持っているツールを使いまして、インスタントシニア体験というの

がございまして、見えづらくなるゴーグルをしたり、肘や膝に重りをつけた

りして、実際に歩いてみると。加齢とともに、高齢の方々がそういった動き

づらさを感じていらっしゃるんだということを実体験していただいたとい

うことでございました。ああ、そうなんだということで、体験された方には

何か気づきがあったりとか、そういった方が見たときに、どのような行動を

起こすのかという点で気づいたところがあったのかなということは非常に

よかったのかなというふうに思ってございます。 

 私ども社会福祉協議会が目指すところは地域共生社会の実現というよう

なところで、本協議会とも目的といいますか、目標は同じところがございま

すので、今後も何かご協力できることがありましたら、地域福祉の専門職も

おりますので、一緒に取り組んでいきたいなというふうに思います。よろし

くどうぞお願いします。 

柏崎委員 ：  イオンでの体験型というんですか、参加したんですけれども、心のバリア

フリーというので、通行人がなかなか寄りつきにくい感じをちょっと受けま

した。もうちょっと強引に勧めていくほうがよかったんじゃないのかなとい

う感じはします。寄りつかなかったでしょう。だから、もうちょっと引っ張

り込むようなこともやっていいんじゃないかなと。私も目が見えない人の立

場になって、１つのものを言葉だけで形を表現するということをやらされた
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んですけれども、非常に難しかったです。そういうことで、やっぱり体験が

必要だと感じました。非常にいい体験をさせていただきましたから、来た方

は２０名ですか。ちょっと少ないかなと。イオンの１階で、それこそ目立つ

ところで、かなり通行人は来ていましたから、私も一人、二人引っ張り込ん

だんだけれども、もうちょっと強引にと言ったらおかしいけれども、やって

もいいんじゃないかなという感想はありました。いい企画内容ですから、来

年もよろしくお願いします。 

今井委員 ：  身障協の今井です。 

 言葉だけで伝えるという絵を描くほうを行かせてもらって、話を聞くほう

の体験をさせていただきましたけれども、やっぱり結構難しいですよね。簡

単に、最初は絵を描くというとすごい難しいのかなと思っていたんですけれ

ども、実際には丸、四角、三角、棒とか、そういう程度のものをＡ４の用紙

に描くという企画だったんですけれども、じゃ、丸を描くのに、どの場所に、

どのくらいの大きさでというのが本当に分からないわけで、実は原画を見ち

ゃったので、大体分かっちゃって。でも、よく考えたら、場所も分からない、

大きさが分からないで、最初からそういうのを説明している方もいらっしゃ

いました。何センチとか、左上とか、右下とか、斜めですと言う方もいらっ

しゃいましたし、線を引くにしても、真ん中だとか、縦の棒だとかというふ

うに説明をしていただく方もいて、そういう上手な説明の方もいらっしゃい

ますし、いろんな方がいらっしゃいました。 

 ふだんでも僕たちが非常に困るのは、ここですとか言われるのが非常に困

っているんです。ここはどこということがすごくあるんですけれども、今回

はすごく楽しいイベントだったと思いました。ありがとうございました。 

城田委員 ：  まちぢから協議会の城田です。 

 私も体験させていただきまして、本当に言葉だけで絵を伝えるというのは

難しいなと。ついつい、ここと言っちゃうんですよね。その辺はやっぱり難

しいなと思いました。ただ、柏崎さんが言ったように、もう少し人を呼び込

む方法はないのかなと思いますね。たまたまこの間、ほかのチラシをまく人

から聞いたら、ただのチラシを配ると持っていってくれないけれども、そこ

に何かおまけがついていると持っていってくれると。そういうおまけみたい

な、例えば風船だとか、ちょっと目立つものを持って子どもに渡しながら、

欲しがるようなものを見せつけながら呼び込むとか、安直かもしれないです

けれども、やっぱり物でつるというのが簡単かなという気はしたような気は

します。ただ、こういうのをやっているから寄っていってと言っても、なか

なか難しいかなというのは感じましたので、何かそういう一工夫、皆さん、

いろんな団体で、いろんな活動をしていると思いますので、そういったとこ

ろのお知恵も、うちの団体でこんなことをやったら人を集められたよという

のがあれば、ぜひ共有していただくとありがたいなというふうに思います。

ありがとうございます。 
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小松委員 ：  公募委員の小松です。 

 私は、残念ながら、学校のバリアフリー教室に参加できず、イオンの分だ

けは絶対行こうと思って、行ったんですけれども、１か月、日にちを間違え

ていて、何もなくて、何をしているんだろうと思っていたんですけれども、

この記録を見させていただいて、特に学校での心のバリアフリー教室なんで

すけれども、参観日に実施できたというのが非常によかったんじゃないかな

と。お母さん方の意見も、子どもたちの意見も、これは成果が出ているなと

思ったんですけれども、もう一つ、なかなかアンケートを取りにくいんです

けれども、家に帰ってお子さんとどういうお話をしたかとか、せっかくの機

会ですから、なかなか参観日の出席率というのは６割、７割あればいいほう

で、残ったお子さんとお母さんに対して、何らかの形で学校から伝えていた

だけたらなと思いました。 

 それと、１コマ目を先生がやられたというのは、非常にいい成果が出てい

るんじゃないかと思うんですけれども、内容的にも、多分、先生だったらで

きるんじゃないかと思いました。この内容はもったいないので、例えば校長

先生が入学式のときに入学おめでとうという挨拶をずっと話しますけれど

も、その中に、一つ要約を入れて、新入生とかに話をしていただくとか、全

校生徒の朝会というのは、あまり回数はないんですけれども、児童からする

と校長先生というのは神様みたいなものですから、校長先生から１コマ目の

ような内容をちょっと話していただくと、非常に効果があるんじゃないかな

と思いました。 

 私は先日、孫の保育園の卒園式、卒園式は親が２人しか行けず、部屋に入

れるのは１人だけで、実際に面倒を見ていたのは私みたいなものなのに、お

じいちゃん、おばあちゃんは入れなかったんです。ビデオを見させてもらっ

たら、担当の先生が園児に送る言葉として、まさに心のバリアフリーという

考えを、いつも言っているけれども、学校に行ったら、もっといろんな人が

いますと。そのときに、あいつは嫌だとか、そういうふうに言わないで、話

を聞いてあげるとか、何かできることがあるかなというのをちゃんとやって

くださいねと言ったら、はいと大きな返事をされたんです。 

 だから、私は小学校の１学年にやるだけじゃなくて、もうちょっと広げら

れるんじゃないかなと。特に１コマ目です。そこをいろんな教育の立場の人

とか親御さんが共有化すれば、もっともっと広がるんじゃないかなと思いま

したので、よろしく検討をお願いします。 

大原会長 ：  ありがとうございました。ほかにイベントに関していかがですか。 

 今いただいたいろんな改善案というか工夫、先ほどの教員のほうにいろい

ろ働きかけをしようというのが、さらに校長先生も使おうというようなお話

も出てきたりして、いろんなアイデアが出てきたと思いますので、また次年

度のときにいろいろ取り込んで、新しい計画をつくっていただけるといいと

思います。それから、学校に関しては、できるだけ早いうちに計画をお知ら
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せして、年間のスケジュールの中に組み込んでいただくということが大事だ

と思いますので、また引き続き、それぞれ工夫して、改善して、発展させて

いただければと思います。 

 報告事項でしたけれども、皆さんからいろいろご意見いただいたので、次

年度に生かしていければいいかと思います。 

４．その他 

大原会長 ：  それでは、その他ということですけれども、委員の皆さんから何か情報提

供とか、そんなのがありますか。事務局のほうから、その他は何かあります

か。皆さんから何かありますか。 

丹羽委員 ：  中央大学の丹羽です。 

 情報提供をと思っているんですが、その前に、一言感想よろしいでしょう

か。今日初めて参加させていただいて、本当に闊達な、教室とか心のバリア

フリー教室と併せてイベントを委員の皆様とつくり上げているんだなとい

うところに感動しております。よりよいものが今後また進んでいくだろう

と。ほかのところと比べても進んでいるなという印象を最初から持っていた

んですが、さらに今日、こういうことなんだなというふうに思いました。あ

りがとうございました。 

 私のほうからの情報提供なんですけれども、国交省の方もいらしているの

で、私からではないのかもしれないんですが、今度、４月から知的・精神・

発達障害などの特性がある方の公共交通機関（鉄道・バス）の利用支援とな

る利用体験の手引きが出されます。これは、今、タイトルにもあったような、

こういった障がいがあり、ハードの整備だけではなく、やはり皆さん、心の

バリアフリーというのは、そういった障がいが外からなかなか分からない方

にどうやって対応するとかとか、あと、当事者の方も予測できないことの不

安であったり、１回、練習をしておくことによって利用できることにつなが

るというところで、これは当事者の方と自動車の方、両方にとってウィン・

ウィンの関係になるといいますか、使うこと、どう対応するか、こういった

ことが進められていくことになりそうです。委員の皆様というより事業者様

ですね。今日、ＪＲの方が多分メンバーにいらっしゃっているかな、一応、

この中に入っておりましたので、事業者の方、ぜひこの手引きを見て、こう

いった取組にまた参加していただけるといいなと思いました。 

 以上です。 

大原会長 ：  また、その辺の情報なども入れながら、次回に向けて、それから、丹羽委

員から言われていたとおり、私自身も、茅ヶ崎の場合、非常に市民がかなり

下支えになって、ここでの議論が結構いろいろなところに反映されて、それ

で事業を積極的に進めている数少ない自治体だと思います。そのよさは存分

に発揮していただけるといいと思いますし、事務局は大変だと思いますけれ

ども、そういう意味では、進んだ自治体として、モデルとして、国交省のほ
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うにも認識されると思いますし、いろんなところで取り上げられていくと思

いますので、また引き続き、トップを走っていくつもりで続けていただけれ

ばいいかなと思います。茅ヶ崎の場合、市民部会というのもありますので、

そこでもまたいろいろと議論をしていくということで、この体制で次年度も

進めていっていけるといいなと思っています。 

 ＪＲさんから何か。 

国分委員 ：  ＪＲ東日本の国分と申します。音声は聴こえておりますでしょうか。 

大原会長 ：  はい。聴こえています。お願いします。 

国分委員 ：  後半になり、大変恐縮です。本日はウェブ会議で参加させていただいてお

ります。 

 本日、皆様の多くのご意見を伺っておりますと、やはり心のバリアフリー

の普及につきましては、広く多くの皆様に情報提供を行い、知っていただい

て、ご理解をいただくことが非常に重要だと感じた次第です。本日の資料の

中でも、茅ケ崎駅構内にてポスター掲出をした事例をご紹介いただいており

ますが、弊社といたしましては、多くの皆様がご利用いただく環境、そうい

った駅をうまく活用し、全国の鉄道事業者と協力して展開しております「声

かけ・サポート」運動では、困っている方を見かけた際に積極的に声をかけ

る取組、こちらを鉄道会社の社員だけではなく、周辺の皆様にもご協力をお

願いしております。申し上げたとおり、やはり広く多くの皆様に情報提供し

ていただきたいといった思いで、鉄道事業者で協力して対応しているところ

でございます。 

 もう一つ、ご紹介させていただきたいのは、弊社のホームページをご覧い

ただきますと、やはり福祉に関する取組、バリアフリーに関する取組を幾つ

も紹介してございます。そういったところをぜひご確認をいただき、すべて

の方が安心して安全に鉄道をご利用いただけたらと思っております。そうい

ったことで、ＪＲ東日本としても関わりを持っていきたいと思っております

ので、引き続き、よろしくお願いいたします。 

 以上となります。 

大原会長 ：  ありがとうございました。引き続きお願いしたいと思います。 

 そのほか、何か大丈夫ですか。 

倉金委員 ：  聴覚障害者協会の倉金です。 

 ４月１日から自転車のルールが厳しくなりましたよね。聴覚障がい者はそ

ういうルールを知らない人が多いんですね。ヘルメットが義務になるのかと

か、違反をした場合にどうなるのかとか、スマホをして自転車に乗ってはい

けないとか、傘を持って自転車に乗ってはいけないというあたりをきちんと

理解していない。なので、聴覚障がい者はもう自転車に乗るのが不安になっ

てしまう。お酒を飲んだ後に自転車に乗ると、たしか罰金が厳しいと思うん

ですね。そういうあたりを知らない聴覚障がい者が多いので、研修というか

教室のようなものを開いて教えていただけたら助かります。 
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大原会長 ：  ありがとうございました。事務局のほうで記録しておいて、今後の参考に

していただければと思います。 

 では、事務局からお伝えすることはありませんか。 

事務局  ：  では、事務局よりご案内させていただきます。本日はご出席いただきまし

て、また、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 事務局からは、今後の予定についてご案内をいたします。まず、１点目は

議事録についてとなります。本日の会議の内容につきましては、会議終了後

に事務局から出席されている委員全員に対して議事録の確認依頼を行いま

す。なので、修正等ございましたら、その期間内に事務局までご連絡くださ

いますようお願いいたします。 

 あと、次回の会議につきましては、また決まり次第、ご案内をさせていた

だきます。 

 最後に、本日欠席されております上杉委員から、イベントのご案内のチラ

シをお預かりしております。出入口付近の机の上に置いてありますので、も

しよろしければお持ち帰りいただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

大原会長 ：  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会を

終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。 


